
1 

 

会議の名称 
平成２９年度第１回福津市郷づくり推進協議会代表者会議 

 

開催日時 
平成２９年５月２３日（火）１３:３０～１４：３０ 

 

開催場所 
市役所別館 １階大ホール 

 

委員 

【出席者】※（）は欠席 

勝浦 ：新海悦生、伊熊泉 

津屋崎：山脇清、御厨忠男 

宮司 ：坂根康廣、藤山曻 

福間 ：小山勝昭、中村勝利 

神興 ：掛札剛一、富松享一 

上西郷：今里幸和、楢原純江 

神興東：保本周司、中村良三 

福間南：（原秀俊）、川原睦夫 

郷づくり 

マネージャー 

・専任事務局員 

【出席者】 

 戸畑貴子、大神常男、三原道雄、和田日登美、原俊久、石田まなみ、古里

美津子 

職員 
永島地域振興部長、堀田防災安全課長、松崎防災安全課安心安全まちづく

り係長 

事務局 
花田郷づくり支援課長（地域振興部理事）、石井郷づくり支援係長、梶原

郷づくり支援係員 

会

議 

内容 

１．市長あいさつ 

２．会長・副会長の互選 

３．出席者の自己紹介 

４．依頼・説明事項 

①福津市一斉防災訓練（11 月 11 日実施予定）について（防災安全課） 

 ②福津市郷づくり基本構想（仮称）策定会議の設置について（郷づくり支

援課） 

５．その他 

配付資料 

・次第 

・席次表 

・平成 29年度福津市郷づくり推進協議会代表者会議 名簿 

・福津市郷づくり推進協議会代表者会議設置要綱 

・平成 29年度福津市一斉防災訓練実施要領 

・福津市郷づくり基本構想（仮称）策定会議の設置について 

 

会議内容（要点） 

１． 市長あいさつ 

市長があいさつを述べた。 

  

２．会長・副会長の互選 

 会長：坂根会長 

 副会長：掛札会長 

 副会長：小山会長 

 

３．出席者の自己紹介 

 出席者が自己紹介を行った。 
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４．依頼・説明事項 

①福津市一斉防災訓練（11 月 11 日実施予定）について（防災安全課） 

  防災安全課が福津市一斉防災訓練のお知らせと依頼をした。 

 

委員 

 訓練参加票は、どの組織単位で提出するのか。 

防災安全課 

 自治会でも郷づくりでもどの単位でも構わない。 

委員 

 備蓄品に食料は今後追加になるのか。 

防災安全課 

 協議会には備品の管理をお願いしているが、消費期限があるものは基本的に市で保管。 

委員 

 昨年度、自衛隊の派遣を要請したがダメだった。今年はぜひお願いしたい。 

委員 

 防災士の指導内容は、消防署と同じか。 

防災安全課 

 防災士は道具の準備はできないが、訓練の指導や講演などはできる。 

委員 

 昨年は訓練場所の小学校体育館の使用について、学校に連絡がいっておらず、グラウンドを

急遽使用して対応した。今年は登校日と聞いているが、会場使用と学校行事の調整は担当部

署で連絡調整をお願いしたい。 

防災安全課 

 今年は小学校は全て登校日であり、学校とは連絡調整を行う。 

委員 

 食料等の備蓄品の配布量想定は市全体の何％なのか。 

防災安全課 

 想定被災者は 2,400 人で、それに必要な食料の保存年限が 5 年、水は 12 年。それをそれぞれ

1 年ずつ入れ替えていく予定で、今回は入れ替える 1 年分の量。 

委員 

 訓練では学校と体育館を準備する前日から当日までの利用の申し込みをシルバー人材センタ

ーに申し込んでいるが、わざわざ申し込まなくても良いようにしてほしい。 

委員 

 一般利用として申し込むと２ヶ月前しか取れないことになり、手続きに必要な書類は用意す

るので、市で調整してもらいたい。 

委員 

 小学校が工事中のため、訓練は会場が使えるのか。 

防災安全課 

 確認して、後日お知らせする。 

委員 

 参集訓練の際、タオルをぶら下げてしまうと留守宅であることが分かってしまうという指摘

があるため、防犯上の問題から警察にパトカー巡回のお願いをしてもらいたい。 

防災安全課 

 警察と打ち合わせを行う。 

 

 ②福津市郷づくり基本構想（仮称）策定会議の設置について（郷づくり支援課） 

  郷づくり支援課が福津市郷づくり基本構想（仮称）策定会議の設置の説明をした。 

 

会長 

 策定会議を原案のとおり設置することに同意か否か。 



3 

 

委員 一同同意 

   

５．その他 

 

特になし 

 

 

                                              

【配布資料】 

 □席次表 

 □平成 29 年度福津市郷づくり推進協議会代表者会議 名簿 

 □福津市郷づくり推進協議会代表者会議設置要綱 

【依頼・説明資料】 

 □平成 29 年度 福津市一斉防災訓練実施要領 

 □福津市郷づくり基本構想（仮称）策定会議の設置について 
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○福津市郷づくり推進協議会代表者会議設置要綱 

平成25年4月1日 

告示第95号 

改正 平成28年4月1日告示第97号 

(趣旨) 

第1条 この告示は、福津市みんなですすめるまちづくり基本条例(平成20年福津市条例第

27号)第10条の規定に基づき、郷づくり推進協議会(以下「協議会」という。)相互の連携

を図り、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第2条 郷づくり推進協議会代表者会議(以下「代表者会議」という。)は、自主的な運営に

努め、地域自治の課題解決に取り組むものとする。 

(組織) 

第3条 代表者会議は、各協議会から選出された、原則として男女各1名の委員をもって構

成する。 

(会長及び副会長) 

第4条 代表者会議に会長1名及び副会長2名を置き、その選出は、委員の互選によるもの

とする。 

2 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

4 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げないが、2年を限度とす

る。 

(会議及び意見の聴取) 

第5条 代表者会議は、会長が招集する。 

2 代表者会議は、委員総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席者全員の合意を得るよう努めるものとする。 

4 代表者会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。 

5 代表者会議は、次に掲げる活動を行う。 

(1) 協議会相互の連絡調整、意見交換及び研修に関すること。 

(2) 各協議会の活動に関する実践交流会を開催すること。 
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(3) 郷づくり地域及び自治会の課題解決に関すること。 

(4) 行政機関、市議会及び市役所関係各課との連絡会議を開催すること。 

(5) 市との連絡調整に関すること。 

(6) その他代表者会議において必要と判断される活動 

6 代表者会議は、まちづくりに関して市長に提言を行うことができる。 

7 市長は、まちづくりに関して、代表者会議に意見を求めることができる。 

(庶務) 

第6条 代表者会議の事務局は、地域振興部郷づくり支援課に置く。 

(雑則) 

第7条 この告示に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、会長が代

表者会議に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年4月1日告示第97号) 

この告示は、平成28年4月1日から施行する。 

 










































